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　10兆円を上限とします。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、平成27年 8月 5日付をもって提出した有価証券届出書（平

成27年8月21日提出の有価証券届出書の訂正届出書にて訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報

を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため本訂正届出書を提出す

るものです。

２【訂正の内容】

　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況

　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況 

 

　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　は訂正部

分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１ファンドの性格

（２）ファンドの沿革

＜訂正前＞

平成27年8月21日  信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

平成27年8月24日  受益権を東京証券取引所へ上場（予定）

 

＜訂正後＞

平成27年8月21日  信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

平成27年8月24日  受益権を東京証券取引所へ上場

 

（３）ファンドの仕組み

＜更新後＞

■委託会社の概況(平成28年5月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番１号

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

昭和34年(1959年)12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立

平成９年(1997年)10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村

アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

平成12年(2000年)11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

平成15年（2003年）6月27日 委員会等設置会社へ移行

・大株主の状況

名称 住所 所有株式数 比率

野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％

 

 

２投資方針
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（１）投資方針

＜更新後＞

円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、対象先物取引

等
※1

を行ない、対象指数に連動する投資成果を目指します。

対象先物取引の売建ての時価額および対象指数に連動する投資成果を目指す投資信託証券（「対象指数連

動投資信託証券」といいます。）の時価額の合計額から保有するJPX日経インデックス400の採用銘柄（採用

が決定された銘柄を含みます。）である株式およびJPX日経インデックス400に連動する投資成果を目指す投

資信託証券（以上を総称して「対象株式等」といいます。）の時価額を差し引いた額（以下「実質売建エク

スポージャー額」といいます。）は、原則として信託財産の純資産総額の２倍程度となるように調整を行な

います。なお、合計額の計算において、対象指数連動投資信託証券の時価額は、実額の２倍の額とみなしま

す。

※1　対象先物取引
※2

ならびに対象株式等および対象指数連動投資信託証券の売買をあわせて「対象先物

取引等」といいます。

※2　株価指数先物取引のうちJPX日経インデックス400を対象とするもの（海外の取引所において取引さ

れるものを含みます。）を「対象先物取引」といいます。

追加設定時には、設定後の信託財産が上記に沿うよう、信託財産を組成します。

取引を行なう対象先物取引は、出来高その他流動性を勘案して、海外の取引所で行われるものを取引する

場合があります。この場合の証拠金等、外貨建資産への投資にあたっては、為替ヘッジを行なうことを基本

とします。

取引を行なう対象先物取引の限月の変更は、対象限月銘柄の出来高その他流動性を勘案して行ないます。

一部解約の実行の請求に応じる場合には、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に

係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行ないます。ただし、当該一部解約

の実行の請求に対し、追加信託に係る金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除きます。

上記のほか、次の場合には、信託財産の構成を調整するために対象先物取引等の運用指図を行なうことを

基本とします。

イ．対象指数の変動等の要因により、実質売建エクスポージャー額が信託財産の純資産総額の２倍程度か

ら乖離した場合

ロ．対象指数の計算方法等が変更された場合もしくは当該変更等が公表された場合

ハ．イおよびロのほか、基準価額と対象指数の連動性を維持する等のために必要な場合

 

なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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■JPX日経400ダブルインバース・インデックスの著作権等について■

①「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東

京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並びに株式会社日本経済新聞社（以

下、「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」自体及び「JPX

日経400ダブルインバース・インデックス」を算定する手法、さらには「JPX日経400ダブルインバー

ス・インデックス」を算出する際の根拠となる「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経イン

デックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

②「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」及び「JPX日経インデックス400」を示す標章に関

する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。

③「NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」は、投資信託委託業者

等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び「NEXT

FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任

を負いません。

④「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」を継続的に公表

する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。

⑤「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、「JPX日経400ダブルイ

ンバース・インデックス」及び「JPX日経インデックス400」の計算方法並びにその他「JPX日経400

ダブルインバース・インデックス」及び「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表

を停止する権利を有しています。

 

 

■ファンドが対象とする指数の値動きについて■

◆JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、日々の騰落率がJPX日経インデックス400の騰落率の－２

（マイナス２）倍として計算された指数です。したがって、以下の例に示すように、JPX日経400ダブルイン

バース・インデックスの騰落率とJPX日経インデックス400の騰落率とは、２日以上離れた日との比較におい

ては、一般に「－２倍」とはなりませんので、十分ご留意ください。

 

＜例①＞JPX日経インデックス400が、1日目「下落」、2日目「上昇」の場合

日々の値動き  基準日からの値動き

　 １日目 ２日目  　 １日目 ２日目

JPX日経インデックス

400
-5% +10%  

JPX日経インデックス

400
-5% +4.5%

JPX日経400ダブルイン

バース・インデックス
+10% -20%  

JPX日経400ダブルイン

バース・インデックス
+10% -12%
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＜例②＞JPX日経インデックス400が、1日目「上昇」、2日目「下落」の場合

日々の値動き  基準日からの値動き

　 １日目 ２日目  　 １日目 ２日目

JPX日経インデックス400 +5% -10%  JPX日経インデックス400 +5% -5.5%

JPX日経400ダブルイン

バース・インデックス
-10% +20%  

JPX日経400ダブルイン

バース・インデックス
-10% +8%

 

 

＜例③＞JPX日経インデックス400が、1日目「上昇」、2日目「上昇」の場合

日々の値動き  基準日からの値動き

　 １日目 ２日目  　 １日目 ２日目

JPX日経インデックス400 +5% +10%  JPX日経インデックス400 +5% +15.5%

JPX日経400ダブルイン

バース・インデックス
-10% -20%  

JPX日経400ダブルイン

バース・インデックス
-10% -28%
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＜例④＞JPX日経インデックス400が、1日目「下落」、2日目「下落」の場合

日々の値動き  基準日からの値動き

　 １日目 ２日目  　 １日目 ２日目

JPX日経インデックス

400
-5% -10%  

JPX日経インデックス

400
-5% -14.5%

JPX日経400ダブルイン

バース・インデックス
+10% +20%  

JPX日経400ダブルイン

バース・インデックス
+10% +32%

 

 

※これらの例示は、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経400ダブルインバース・インデックス

の値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものではありません。

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、JPX日経イ

ンデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異の影響などにより、運用目

標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。した

がって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

 

３投資リスク
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＜更新後＞

４手数料等及び税金
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（３）信託報酬等

＜更新後＞

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算

した額を加算して得た額とします。

1.信託財産の純資産総額に年0.864％(税抜年0.80％)以内で委託会社が定める率(平成28年 6月30日現

在年0.864％(税抜年0.80％))（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とし、その配分につ

いては以下の通り(税抜)とします。

＜委託会社＞ ＜受託会社＞

年0.75％ 年0.05％

＊上記配分は、平成28年 6月30日現在の信託報酬率における配分です。

2.信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の43.2％(税抜40％)以内の額と

し、その配分については、委託会社は80％、受託会社は20％とします。

上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託

財産から支払われます。

 

≪支払先の役務の内容≫

＜委託会社＞ ＜受託会社＞

ファンドの運用とそれに伴

う調査、受託会社への指

図、法定書面等の作成、基

準価額の算出等

ファンドの財産の保管・管

理、委託会社からの指図の

実行等

 

（４）その他の手数料等

＜更新後＞

①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、

受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、受益権の上場に係る費用および対象指数に

ついての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(これに類するものを含みます。以下「商標使

用料等」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料等に係る消費税等に相当す

る金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わ

ない金額については、委託者の負担となり、委託者が受領する信託報酬中から支払います。

＜商標使用料等＞

平成28年 6月30日現在、商標使用料等は以下の通りです。

純資産総額に対し、最大年0.0648％（税抜年0.06％）を乗じて得た額とします。

純資産総額 商標使用料（税抜）

200億円以下の部分 年0.06％

200億円超1,000億円以下の部分 年0.05％

1,000億円超の部分 年0.04％

＜上場に係る費用＞

平成28年 6月30日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。

・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場
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した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、

0.0081％（税抜0.0075％）。

・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.0081％（税抜0.0075％）。

②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税

等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は

信託財産中から支払われます。

③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額

は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払わ

れます。

④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場

合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。

⑤販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.03％の率を乗じた価額となります。した

がって、購入時には、基準価額に0.03％の率を乗じて得た額を１口あたりに換算して、購入する口数

に応じてご負担いただきます。

⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額
※
をご負担いただきます。信託財産留保額

は、基準価額に0.03％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いた

だきます。

※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推

移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定

の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

 

＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する

ことができないものがあります。

 

（５）課税上の取扱い

＜更新後＞

①個人の受益者に対する課税

●収益分配金の受取時

分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％および地方税5％)の税率

による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれか

を選択することもできます。

●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時

売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)
※
については、申告分離課税により20.315％(国

税15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ

り源泉徴収が行なわれます。

※売却時、換金(解約)時および償還時の価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)及び譲

渡費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。

 

≪損益通算について≫

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに

限ります。
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《利子所得》 《上場株式等に係る譲渡所得等》
（注2） 《配当所得》

・特定公社債
（注1）

の利子

・公募公社債投資信託の収益

分配金

特定公社債、公募公社債投資信託、上場株

式、公募株式投資信託の

・譲渡益

・譲渡損

・上場株式の配当

・公募株式投資信託の収益

分配金

（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行さ

れた公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。

（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区

分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま

した。

 

＊少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。

NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所

得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。

販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の

受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ

い。

 

②法人の受益者に対する課税

●収益分配金の受取時

分配金については、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収
※
が行なわれます。なお、地方税の

源泉徴収はありません。

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時

法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はありま

せん。

 

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（平成28年4月末現在）が変更になる場合

があります。

 

５運用状況

以下は平成28年 4月28日現在の運用状況であります。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）投資状況

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 599,120,042 100.00

合計（純資産総額） 599,120,042 100.00
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その他の資産の投資状況
 

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
 

資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株価指数先物取引 売建 日本 1,198,000,000 △199.95
 

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

 

 

該当事項はありません。
 

種類別及び業種別投資比率
 

 

該当事項はありません。
 

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

 

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
 

種類 取引所 名称
買建／
売建

枚数 通貨
帳簿価額

（円）

評価額

（円）

投資

比率

(％)

株価指数先物
取引

大阪取引所 ＪＰＸ日経インデックス４００
(2016年06月限)

売建 1,000日本円 1,167,236,195 1,198,000,000 △199.95

 

（３）運用実績

①純資産の推移

 

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末（設定来）並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格

の推移は次の通りです。

 

 
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所

取引価格（円）（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第1計算期間 (2016年 4月 7日) 660 660 4,721.0300 4,721.0300 4,740

 2015年 8月末日 410 ― 4,108.1200 ― 4,105

 　　　 9月末日 466 ― 4,665.3600 ― 4,680

 　　　10月末日 450 ― 3,756.7500 ― 3,700
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 　　　11月末日 433 ― 3,612.5400 ― 3,610

 　　　12月末日 595 ― 3,721.1300 ― 3,735

 2016年 1月末日 661 ― 4,132.0900 ― 4,125

 　　　 2月末日 670 ― 4,790.9700 ― 4,710

 　　　 3月末日 594 ― 4,248.5900 ― 4,255

 　　　 4月末日 599 ― 4,279.4300 ― 4,180

 

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

 

②分配の推移

 

 

計算期間 1口当たりの分配金

第1計算期間 2015年 8月21日～2016年 4月 7日 0.0000円

 

③収益率の推移

 

 

計算期間 収益率

第1計算期間 2015年 8月21日～2016年 4月 7日 18.8％

 

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

（４）設定及び解約の実績

 

 

計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数

第1計算期間 2015年 8月21日～2016年 4月 7日 220,000 80,000 140,000

 

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

≪参考情報≫

＜更新後＞
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第２【管理及び運営】

１申込（販売）手続等
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＜訂正前＞

申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。

取得申込みの受付けについては、平成27年8月24日以降、取得申込日の午後3時までに委託者に追加設定の連

絡をして受理されたものを当日の申込みとします。

なお、委託者は、次の各号の期日および期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取

得申込みの受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の取得申込

みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断

される期日および期間（第3号に掲げるものを除きます。）における受益権の取得申込みについては、当該取得

申込みの受付けを行なうことができます。

1．取引を行なう対象先物取引の限月の変更を行なう期間として委託者が別に定めるもの

2．取得申込日当日が、計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日

が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、計算期間終了日の6営業日前から起算して5営業日

以内）

3．前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事

情が生じたものと認めたとき

 

ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104 (フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

 

販売の単位は2万口以上2万口単位とします。

受益権の販売価額は、販売基準価額とします。

次のような事情が発生した場合には、委託者の判断で取得の申込みを中止すること、および既に受付けた取

得の申込みの受付けを取り消す場合があります。

1.ファンドが行なう対象先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る金融商品取引

所（海外の取引所を含みます。）の当日の立会の全部または一部が行なわれないときもしくは停止された

とき。

2.ファンドが行なう対象先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る金融商品取引

所（海外の取引所を含みます。）の当日の立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所

が定める呼値の値幅の限度の値段とされること等やむを得ない事情が発生したことから、ファンドの当該

取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。

上記にかかわらず、取得申込日において、当日申込み分の取得申込口数と一部解約の実行の請求口数の差が

当日の残存口数を超えることとなる場合、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取

引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所

を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号

もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま

す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止

その他やむを得ない事情があるときは、ファンドの受益権の取得申込の受付けを停止することおよびすでに受

付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
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※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機

関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれ

ます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(販売基準価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額に申込手

数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額)の支払いと引き換えに、当該口座に

当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託金を受入

れた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により

分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める

事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場

合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。

 

＜訂正後＞

申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。

取得申込みの受付けについては、取得申込日の午後3時までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたもの

を当日の申込みとします。

なお、委託者は、次の各号の期日および期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取

得申込みの受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の取得申込

みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断

される期日および期間（第3号に掲げるものを除きます。）における受益権の取得申込みについては、当該取得

申込みの受付けを行なうことができます。

1．取引を行なう対象先物取引の限月の変更を行なう期間として委託者が別に定めるもの

2．取得申込日当日が、計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日

が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、計算期間終了日の6営業日前から起算して5営業日

以内）

3．前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事

情が生じたものと認めたとき

 

ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104 (フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

 

販売の単位は2万口以上2万口単位とします。

受益権の販売価額は、販売基準価額とします。

次のような事情が発生した場合には、委託者の判断で取得の申込みを中止すること、および既に受付けた取

得の申込みの受付けを取り消す場合があります。

1.ファンドが行なう対象先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る金融商品取引

所（海外の取引所を含みます。）の当日の立会の全部または一部が行なわれないときもしくは停止された

とき。

2.ファンドが行なう対象先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る金融商品取引
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所（海外の取引所を含みます。）の当日の立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所

が定める呼値の値幅の限度の値段とされること等やむを得ない事情が発生したことから、ファンドの当該

取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。

上記にかかわらず、取得申込日において、当日申込み分の取得申込口数と一部解約の実行の請求口数の差が

当日の残存口数を超えることとなる場合、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取

引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所

を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号

もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま

す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止

その他やむを得ない事情があるときは、ファンドの受益権の取得申込の受付けを停止することおよびすでに受

付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。

 

※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機

関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれ

ます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(販売基準価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額に申込手

数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額)の支払いと引き換えに、当該口座に

当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託金を受入

れた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により

分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める

事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場

合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。

 

２換金（解約）手続等

＜訂正前＞

(a)信託の一部解約(解約請求制)

クローズド期間の平成27年10月9日までは一部解約のお申し込みができません。

受益者は、自己に帰属する受益権につき、平成27年10月13日以降、委託者に対し、一定口数
※
の受益権を

もって一部解約の実行を請求することができます。なお、一部解約の実行の請求日の午後3時までに委託者

に解約の連絡をして受理されたものを、一部解約の申込みとして取扱います。

※2万口以上2万口単位

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま

す。

委託者は、次の各号の期日および期間における受益権の一部解約の実行の請求については、原則として、

当該請求の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の一部解

約の実行の請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微

である等と判断される期日および期間（第3号に掲げるものを除きます。）における受益権の一部解約の実

行の請求については、当該請求の受付けを行なうことができます。

1．取引を行なう対象先物取引の限月の変更を行なう期間として委託者が別に定めるもの

2．解約申込日当日が、計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終

了日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、計算期間終了日の6営業日前から起算して5
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営業日以内）

3．前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得な

い事情が生じたものと認めたとき

換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。

解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま

す。

次のような事情が発生した場合には、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、お

よび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

1.ファンドが行なう対象先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る金融商品取

引所（海外の取引所を含みます。）の当日の立会の全部または一部が行なわれないときもしくは停止さ

れたとき。

2.ファンドが行なう対象先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る金融商品取

引所（海外の取引所を含みます。）の当日の立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取

引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされること等やむを得ない事情が発生したことから、ファンド

の当該取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。

上記にかかわらず、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国

為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを

中止する場合およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当

日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合

には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし

ます。

※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。振替

機関は、当該手続きが行なわれた後に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消す

るものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に一部解約の実行の請求を行なった受益者に係る

当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

(b)受益権と信託財産に属する有価証券との交換

受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相

当する有価証券との交換を請求することはできません。

(c)受益権の買取り(買取請求制)

販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の

3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。

受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。

販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取

引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて受益権の買取

りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。

また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤

回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停

止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、計算されたものとします。

 

上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104 (フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

 

＜訂正後＞

(a)信託の一部解約(解約請求制)

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、一定口数
※
の受益権をもって一部解約の実行を

請求することができます。なお、一部解約の実行の請求日の午後3時までに委託者に解約の連絡をして受理

されたものを、一部解約の申込みとして取扱います。

※2万口以上2万口単位

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま

す。

委託者は、次の各号の期日および期間における受益権の一部解約の実行の請求については、原則として、

当該請求の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の一部解

約の実行の請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微

である等と判断される期日および期間（第3号に掲げるものを除きます。）における受益権の一部解約の実

行の請求については、当該請求の受付けを行なうことができます。

1．取引を行なう対象先物取引の限月の変更を行なう期間として委託者が別に定めるもの

2．解約申込日当日が、計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終

了日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、計算期間終了日の6営業日前から起算して5

営業日以内）

3．前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得な

い事情が生じたものと認めたとき

換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。

解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま

す。

次のような事情が発生した場合には、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、お

よび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

1.ファンドが行なう対象先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る金融商品取

引所（海外の取引所を含みます。）の当日の立会の全部または一部が行なわれないときもしくは停止さ

れたとき。

2.ファンドが行なう対象先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る金融商品取

引所（海外の取引所を含みます。）の当日の立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取

引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされること等やむを得ない事情が発生したことから、ファンド

の当該取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。

上記にかかわらず、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国

為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを

中止する場合およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
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日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合

には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし

ます。

※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。振替

機関は、当該手続きが行なわれた後に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消す

るものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に一部解約の実行の請求を行なった受益者に係る

当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

(b)受益権と信託財産に属する有価証券との交換

受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相

当する有価証券との交換を請求することはできません。

(c)受益権の買取り(買取請求制)

販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の

3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。

受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。

販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取

引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて受益権の買取

りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。

また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤

回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停

止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、計算されたものとします。

 

上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104 (フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

 

３資産管理等の概要

（４）計算期間

＜訂正前＞

毎年4月8日から翌年4月7日までとします。

ただし、第1計算期間は平成27年8月21日から平成28年4月7日までとします。

なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。

 

＜訂正後＞

毎年4月8日から翌年4月7日までとします。

なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。
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第３【ファンドの経理状況】

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックス連動型上場投信

(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理

府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額

は、円単位で表示しております。

 

(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成27年8月21日から平成28年4月7日

まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。 

１財務諸表

（１）貸借対照表

（単位：円）

第1期
(平成28年 4月 7日現在)

資産の部

流動資産

預金 571,896,192

コール・ローン 44,420,934

派生商品評価勘定 43,836,336

未収入金 557,070

未収利息 3

差入委託証拠金 3,919,201

流動資産合計 664,629,736

資産合計 664,629,736

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定 544,664

未払受託者報酬 181,329

未払委託者報酬 2,719,885

その他未払費用 239,132

流動負債合計 3,685,010

負債合計 3,685,010

純資産の部

元本等

元本 556,220,000

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 104,724,726

元本等合計 660,944,726

純資産合計 660,944,726

負債純資産合計 664,629,736

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

第1期
自　平成27年 8月21日
至　平成28年 4月 7日

営業収益

受取利息 69,033

派生商品取引等損益 156,032,329

営業収益合計 156,101,362

営業費用

EDINET提出書類

野村アセットマネジメント株式会社(E12460)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

21/65



第1期
自　平成27年 8月21日
至　平成28年 4月 7日

受託者報酬 181,329

委託者報酬 2,719,885

その他費用 854,422

営業費用合計 3,755,636

営業利益又は営業損失（△） 152,345,726

経常利益又は経常損失（△） 152,345,726

当期純利益又は当期純損失（△） 152,345,726

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△） -

期首剰余金又は期首欠損金（△） -

剰余金増加額又は欠損金減少額 -

剰余金減少額又は欠損金増加額 47,621,000

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

19,573,200

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

28,047,800

分配金 -

期末剰余金又は期末欠損金（△） 104,724,726

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

１.運用資産の評価基準及び評価方法 先物取引

取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

２.費用・収益の計上基準 派生商品取引等損益

約定日基準で計上しております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補

足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条

件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること

もあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ

る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取

引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、平成27年 8月21日から平成28年

4月 7日までとなっております。

 

（貸借対照表に関する注記）
 

 

第1期

平成28年 4月 7日現在

１. 計算期間の末日における受益権の総数

   140,000口

２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

  1口当たり純資産額 4,721.03円

  (100口当たり純資産額) (472,103円)

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）
 

EDINET提出書類

野村アセットマネジメント株式会社(E12460)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

22/65



 

第1期

自 平成27年 8月21日

至 平成28年 4月 7日

１.分配金の計算過程  

 項目    

 当期配当等収益額 A 69,033円 

 分配準備積立金 B 0円 

 配当等収益合計額 C=A+B 69,033円 

 経費 D 3,755,636円 

 収益分配可能額 E=C-D 0円 

 収益分配金 F 0円 

 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F △3,686,603円 

 口数 H 140,000口 

 100口当たり分配金 I=F/H×100 0円 

     

２.その他費用    

 その他費用のうち757,523円は、対象指数についての商標使用料であります。  
 

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項
 

 

第1期

自 平成27年 8月21日

至 平成28年 4月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用

の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。

当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行

なっております。

○市場リスクの管理

市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。

○信用リスクの管理

信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組

入制限等の管理を行なっております。

○流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

 

(2)金融商品の時価等に関する事項
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第1期

平成28年 4月 7日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ

ん。

２．時価の算定方法

派生商品評価勘定

　デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３ デリバティブ取引関係に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており

ます。

 

（関連当事者との取引に関する注記）
 

 

第1期

自 平成27年 8月21日

至 平成28年 4月 7日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない

ため、該当事項はございません。

 

（その他の注記）

１ 元本の移動
 

 

第1期

自 平成27年 8月21日

至 平成28年 4月 7日

期首元本額 －円

期中追加設定元本額 874,060,000円

期中一部解約元本額 317,840,000円

 

２ 有価証券関係
 

 

該当事項はありません。

 

３ デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

 

 

種類

第1期(平成28年 4月 7日現在)

契約額等（円）

時価（円） 評価損益（円）

　 うち1年超

市場取引     

株価指数先物取引     

売建 1,369,320,298 － 1,325,952,000 43,291,672
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合計 1,369,320,298 － 1,325,952,000 43,291,672

 

（注）時価の算定方法

１先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

 

（４）附属明細表

第1　有価証券明細表

(1)株式(平成28年 4月 7日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

(2)株式以外の有価証券(平成28年 4月 7日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 

 

 

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

 

２ファンドの現況

純資産額計算書

 

平成28年 4月28日現在
 

Ⅰ　資産総額 1,766,906,946円　

Ⅱ　負債総額 1,167,786,904円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 599,120,042円　

Ⅳ　発行済口数 140,000口　

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4,279.43円　
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１委託会社等の概況

＜更新後＞

(1)資本金の額

平成28年5月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数　　20,000,000株

発行済株式総数　　　　　　 5,150,693株

過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

 

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は指名委員会等設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表執行役ならび

に執行役、指名委員会、監査委員会および報酬委員会をおきますが、代表取締役および監査役会は設け

ません。各機関の権限は以下のとおりであります。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の

重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また執行役・代表執行役、各委員会

の委員等を選任し、取締役および執行役の職務の執行を監督します。

代表執行役・執行役

各執行役は、当社の業務の執行を行います。代表執行役は当社を代表いたします。また取締役会によ

り委任された一定の事項について、代表執行役および執行役で構成される経営会議および執行役会が意

思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役会で選定

された執行役員が含まれます。

委員会

取締役３名以上（但し、各委員につき過半数は社外取締役であって執行役でない者）で構成され、

イ）指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定し、

ロ）報酬委員会は取締役・執行役が受ける個人別の報酬の決定に関する方針を定め、かつそれに従って

各報酬の内容を決定し、ハ）監査委員会は取締役・執行役の職務執行の適法性ならびに妥当性に関する

監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決

定します。
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(b)投資信託の運用体制

 

 

２事業の内容及び営業の概況

＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま

す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい

ます。

委託者の運用する証券投資信託は平成28年4月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

EDINET提出書類

野村アセットマネジメント株式会社(E12460)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

27/65



 

種類 本数 純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託 908 17,667,817

単位型株式投資信託 54 229,042

追加型公社債投資信託 18 6,299,468

単位型公社債投資信託 219 1,571,962

合計 1,199 25,768,289

 

 

３委託会社等の経理状況

＜更新後＞

１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」とい

う)、ならびに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年８月６日

内閣府令第52号)により作成しております。

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、

「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年８月６日内閣府令第52号)により作成しております。

 

２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(平成26年４月１日から平成

27年３月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(平成27年４月１日から平成27年９月30日まで)の中間

財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

 

（１）貸借対照表

 

  
前事業年度　　　　　　　　

(平成26年３月31日)

当事業年度　　　　　　　　

(平成27年３月31日)

区分
注記

番号
金額(百万円) 金額(百万円)

(資産の部)      

流動資産      

現金・預金   247  411

金銭の信託   51,758  56,824

有価証券   11,800  17,100

前払金   0  15

前払費用   28  29

未収入金   287  330

未収委託者報酬   10,741  12,679

未収収益   5,999  7,436

繰延税金資産   2,010  2,594

その他   159  73
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貸倒引当金   △8  △9

流動資産計   83,026  97,486

固定資産      

有形固定資産   1,508  1,322

建物 ※２ 442  413  

器具備品 ※２ 1,065  909  

無形固定資産   8,249  7,254

ソフトウェア  8,248  7,253  

電話加入権  1  0  

その他  0  0  

投資その他の資産   22,052  24,840

投資有価証券  11,747  11,593  

関係会社株式  9,609  10,149  

従業員長期貸付金  35  30  

長期差入保証金  50  49  

長期前払費用  80  60  

前払年金費用  347  2,776  

その他  181  179  

貸倒引当金  △0  △0  

固定資産計   31,810  33,417

資産合計   114,837  130,903

 

  
前事業年度　　　　　　　　

(平成26年３月31日)

当事業年度　　　　　　　　

(平成27年３月31日)

区分
注記

番号
金額(百万円) 金額(百万円)

(負債の部)      

流動負債      

預り金   106  118

未払金 ※１  9,720  11,602

未払収益分配金  2  1  

未払償還金  33  32  

未払手数料  4,493  4,883  

その他未払金  5,191  6,684  

未払費用 ※１  8,420  10,221

未払法人税等   1,960  1,961

賞与引当金   3,984  4,558

外国税支払損失引当金   -  1,721

流動負債計   24,191  30,182

固定負債      

退職給付引当金   -  2,467

時効後支払損引当金   505  521

繰延税金負債   3,211  747

固定負債計   3,716  3,735

負債合計   27,907  33,918

(純資産の部)      

株主資本   80,249  90,092

資本金   17,180  17,180

　資本剰余金   11,729  11,729

　　資本準備金  11,729  11,729  

　利益剰余金   51,339  61,182
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　　利益準備金  685  685  

　　その他利益剰余金  50,654  60,497  

　　　別途積立金  24,606  24,606  

　　　繰越利益剰余金  26,048  35,890  

評価・換算差額等   6,679  6,893

　その他有価証券評価差額金   6,679  6,893

純資産合計   86,929  96,985

負債・純資産合計   114,837  130,903

 

（２）損益計算書

 

  

前事業年度

(自　平成25年４月１日

至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

至　平成27年３月31日)

区分
注記

番号
金額(百万円) 金額(百万円)

営業収益      

委託者報酬   87,258  96,159

運用受託報酬   24,589  31,466

その他営業収益   188  221

営業収益計   112,036  127,847

営業費用      

支払手数料   44,194  47,060

広告宣伝費   793  823

公告費   0  -

受益証券発行費   6  5

調査費   20,794  28,326

調査費  1,250  1,299  

委託調査費  19,544  27,027  

委託計算費   941  1,156

営業雑経費   2,926  3,275

通信費  188  193  

印刷費  948  951  

協会費  76  77  

諸経費  1,712  2,053  

営業費用計   69,656  80,648

一般管理費      

給料   11,091  11,660

役員報酬 ※２ 292  289  

給料・手当  6,823  6,874  

賞与  3,975  4,496  

交際費   131  131

旅費交通費   454  472

租税公課   387  501

不動産賃借料   1,212  1,218

退職給付費用   1,069  723

固定資産減価償却費   3,518  3,120

諸経費   6,596  6,815

一般管理費計   24,460  24,643
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営業利益   17,919  22,555

 

  

前事業年度
(自　平成25年４月１日

至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

至　平成27年３月31日)

区分
注記

番号
金額(百万円) 金額(百万円)

営業外収益      

受取配当金 ※１ 3,680  4,038  

収益分配金  0  -  

受取利息  3  5  

金銭の信託運用益  379  347  

その他  336  366  

営業外収益計   4,400  4,756

営業外費用      

 支払利息 ※１ 11  -  

　時効後支払損引当金繰入額  24  28  

その他  132  137  

営業外費用計   169  166

経常利益   22,151  27,146

特別利益      

投資有価証券等売却益  -  794  

株式報酬受入益  203  142  

特別利益計   203  936

特別損失      

投資有価証券償還損  51  -  

投資有価証券等評価損  2  91  

関係会社株式評価損  2,491  -  

固定資産除却損 ※３ 17  357  

外国税支払損失引当金繰入額  -  1,721  

特別損失計   2,562  2,169

税引前当期純利益   19,792  25,913

法人税、住民税及び事業税   7,608  8,433

法人税等調整額   △90  △2,488

当期純利益   12,273  19,967

 

（３）株主資本等変動計算書

　　前事業年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

(単位：百万円）

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

株　その他利益剰余金

EDINET提出書類

野村アセットマネジメント株式会社(E12460)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

31/65



 資本金 資　本

準備金

資　本

剰余金

合　計

利　益

準備金 別　途

積立金

繰　

越　　

利　益

剰余金

利　益

剰余金

合　計

主　

資　本

合　計

当期首残高 17,180 11,729 11,729 685 24,606 17,740 43,032 71,942

会計方針の変

更による累積

的影響額

        

会計方針の変

更を反映した

当期首残高

17,180 11,729 11,729 685 24,606 17,740 43,032 71,942

当期変動額         

剰余金の配当      △3,966 △3,966
△

3,966

当期純利益      12,273 12,273 12,273

株主資本以外

の項目の当期

変動額（純

額）

        

当期変動額合

計
－ － － － － 8,307 8,307 8,307

当期末残高 17,180 11,729 11,729 685 24,606 26,048 51,339 80,249

 

(単位：百万円）

 　　　　　　　評価・換算差額等

純資産合計その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ

損　　　益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 4,659 △30 4,628 76,570

会計方針の変更に

よる累積的影響額
    

会計方針の変更を反

映した当期首残高
4,659 △30 4,628 76,570

当期変動額     

　剰余金の配当    △3,966

　当期純利益    12,273

株主資本以外の項

目の当期変動額

（純額）

2,020 30 2,051 2,051

当期変動額合計 2,020 30 2,051 10,358

当期末残高 6,679 － 6,679 86,929

　　当事業年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
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(単位：百万円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株　

主　

資　本

合　計

資　本

準備金

資　本

剰余金

合　計

利　益

準備金

その他利益剰余金

利　益

剰余金

合　計

別　途

積立金

繰　

越　　

利　益

剰余金

当期首残高 17,180 11,729 11,729 685 24,606 26,048 51,339 80,249

会計方針の変

更による累積

的影響額

     △81 △81 △81

会計方針の変

更を反映した

当期首残高

17,180 11,729 11,729 685 24,606 25,966 51,258 80,168

当期変動額         

剰余金の配当      △10,043 △10,043
△

10,043

当期純利益      19,967 19,967 19,967

株主資本以外

の項目の当期

変動額（純

額）

        

当期変動額合

計
－ － － － － 9,923 9,923 9,923

当期末残高 17,180 11,729 11,729 685 24,606 35,890 61,182 90,092

 

(単位：百万円）

 　　 評価・換算差額等

純資産合計その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 6,679 6,679 86,929

会計方針の変更に

よる累積的影響額
  △81

会計方針の変更を反

映した当期首残高
6,679 6,679 86,847

当期変動額    

　剰余金の配当   △10,043

　当期純利益   19,967

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

213 213 213
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当期変動額合計 213 213 10,137

当期末残高 6,893 6,893 96,985

[重要な会計方針]

 
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法

  

 (2）その他有価証券

時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定しておりま

す)

時価のないもの … 移動平均法による原価法

  

２．金銭の信託の評価基準及び評価方

法

時価法

  

３．固定資産の減価償却の方法

 

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(附属設備を除く)については、定額法によっており

ます。

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物 38～50年

附属設備 ８～15年

構築物 　　20年

器具備品 ４～15年

  

 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

　定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェア

については社内における利用可能期間に基づく定額法によってお

ります。

  

４．引当金の計上基準

　

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

  

 (2) 賞与引当金

賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。

  

 (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企

業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末

までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ

ております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ

り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま

す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業

年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法

により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
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 (4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、

受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基

づく将来の支払見込額を計上しております。

  

 　(5) 外国税支払損失引当金

将来発生する可能性のある外国税額のうち、当社において見込

まれる負担所要額を計上しております。

  

５．消費税等の会計処理方法

 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま

す。

  

６．連結納税制度の適用

 

連結納税制度を適用しております。

 
 
[会計方針の変更]
 
（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。）を

当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間

定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を平均残存勤務期間に基づく割引率から、退職給付の支

払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年

度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しており

ます。

この結果、当事業年度の期首の前払年金費用が127百万円減少し、繰越利益剰余金が81百万円減少しておりま

す。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前純利益はそれぞれ38百万円増加しております。

 

 

[注記事項]

◇　貸借対照表関係

 
前事業年度末

(平成26年３月31日)

当事業年度末

(平成27年３月31日)

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

未払金 4,601百万円

未 払 費

用　　　　　　　　　　　
1,607

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

未払金 4,979百万円

未 払 費

用　　　　　　　　　　　
1,411

  

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物 565百万円

器具備品 2,849

合計 3,414

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物 607百万円

器具備品 3,052

合計 3,659

  

 

 

◇　損益計算書関係

 
前事業年度

(自　平成25年４月１日

至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

至　平成27年３月31日)
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※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの

は、次のとおりであります。

受取配当金 3,568百万円

支 払 利

息　　　　　　　　　　
5

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの

は、次のとおりであります。

受取配当金 3,966百万円

支 払 利

息　　　　　　　　　　　
-

  

※２．役員報酬の範囲額

役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されて

おります。

 

※２．役員報酬の範囲額

(同左)

※３．固定資産除却損

器具備品 6百万円

ソ フ ト ウ ェ

ア　　　　　　　　　　
11

合計 17

※３．固定資産除却損

器具備品 15百万円

ソ フ ト ウ ェ

ア　　　　　　　
342

合計 357

  

 

 
◇　株主資本等変動計算書関係

 
前事業年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)
 
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株

 

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当金支払額

平成25年５月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 3,966百万円

配当の原資 利益剰余金

１株当たり配当額 770円

基準日 平成25年３月31日

効力発生日 平成25年６月21日

　　　　　

    (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成26年５月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 10,043百万円

配当の原資 利益剰余金

１株当たり配当額 1,950円

基準日 平成26年３月31日

効力発生日 平成26年６月２日

当事業年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
 
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
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２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当金支払額

平成26年５月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 10,043百万円

配当の原資 利益剰余金

１株当たり配当額 1,950円

基準日 平成26年３月31日

効力発生日 平成26年６月２日

　　　　　

    (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成27年５月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 19,933百万円

配当の原資 利益剰余金

１株当たり配当額 3,870円

基準日 平成27年３月31日

効力発生日 平成27年６月26日
 
 

◇　金融商品関係
 

前事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

 

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と

して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ

ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を

目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取

引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、

親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり

ます。

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒

されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などの

デリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるい

は業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証

券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財

務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ

ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは

ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
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営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支

払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ

スクはほとんどないと認識しております。

２. 金融商品の時価等に関する事項

平成26年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金・預金 247 247 -

(2)金銭の信託 51,758 51,758 -

(3)未収委託者報酬 10,741 10,741 -

(4)有価証券及び投資有価証券    

その他有価証券 22,467 22,467 -

(5)関係会社株式 3,064 141,441 138,377

資産計 88,278 226,656 138,377

(6)未払金 9,720 9,720 -

　　未払収益分配金 2 2 -

　　未払償還金 33 33 -

　　未払手数料 4,493 4,493 -

　　その他未払金 5,191 5,191 -

(7)未払費用 8,420 8,420 -

(8)未払法人税等 1,960 1,960 -

負債計 20,100 20,100 -

 
 

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で

構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して

は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引

先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される

ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

(3)未収委託者報酬

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

(4) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券
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これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され

るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

 

(5) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

 

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

 

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,080百万円、関係会社株式6,545百万円）は、市場価

格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難

と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい

て、非上場株式について2,494百万円減損処理を行っております。

 

 

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

 1年以内
1年超

5年以内

5年超

10年以内
10年超

預金 247 - - -

金銭の信託 51,758 - - -

未収委託者報酬 10,741 - - -

有価証券 11,800 - - -

合計 74,547 - - -

 

当事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

 

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と

して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ

ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を

目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取

引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、

親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり

ます。

 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
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特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒

されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などの

デリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるい

は業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証

券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財

務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ

ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは

ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経

営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支

払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ

スクはほとんどないと認識しております。

 

２. 金融商品の時価等に関する事項

平成27年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金・預金 411 411 -

(2)金銭の信託 56,824 56,824 -

(3)未収委託者報酬 12,679 12,679 -

(4)有価証券及び投資有価証券    

その他有価証券 27,398 27,398 -

(5)関係会社株式 3,064 196,109 193,045

資産計 100,378 293,423 193,045

(6)未払金 11,602 11,602 -

　　未払収益分配金 1 1 -

　　未払償還金 32 32 -

　　未払手数料 4,883 4,883 -

　　その他未払金 6,684 6,684 -

(7)未払費用 10,221 10,221 -

(8)未払法人税等 1,961 1,961 -

負債計 23,784 23,784 -

 

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で

構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
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は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引

先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される

ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

(3)未収委託者報酬

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

(4) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され

るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

 

(5) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

 

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

 

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,294百万円、関係会社株式7,085百万円）は、市場価

格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難

と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい

て、非上場株式について90百万円減損処理を行っております。

 

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

 1年以内
1年超

5年以内

5年超

10年以内
10年超

預金 411 - - -

金銭の信託 56,824 - - -

未収委託者報酬 12,679 - - -

有価証券 17,100 - - -

合計 87,015 - - -

 

◇　有価証券関係
 

前事業年度 （自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

 

１．売買目的有価証券(平成26年３月31日)

該当事項はありません。
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２．満期保有目的の債券(平成26年３月31日)

該当事項はありません。

 

３．子会社株式及び関連会社株式(平成26年３月31日)

 

区分

貸借対照表

計上額

(百万円)

時価

 

(百万円)

差額

 

(百万円)

関連会社株式 3,064 141,441 138,377

合計 3,064 141,441 138,377

 

４．その他有価証券(平成26年３月31日)

 

区分

貸借対照表

計上額

(百万円)

取得原価

 

(百万円)

差額

 

(百万円)

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの
   

株式 10,667 282 10,384

小計 10,667 282 10,384

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの
   

譲渡性預金 11,800 11,800 －

小計 11,800 11,800 －

合計 22,467 12,082 10,384

 
 

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

 

区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

株式 － － －

投資信託 761 － 51

合計 761 － 51

 

（注）投資信託の「売却額」及び「売却損の合計額」は償還によるものであります。

当事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

 

１．売買目的有価証券(平成27年３月31日)

該当事項はありません。

 

２．満期保有目的の債券(平成27年３月31日)

該当事項はありません。

 

３．子会社株式及び関連会社株式(平成27年３月31日)
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区分

貸借対照表

計上額

(百万円)

時価

 

(百万円)

差額

 

(百万円)

関連会社株式 3,064 196,109 193,045

合計 3,064 196,109 193,045

 

４．その他有価証券(平成27年３月31日)

 

区分

貸借対照表

計上額

(百万円)

取得原価

 

(百万円)

差額

 

(百万円)

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの
   

株式 10,298 282 10,015

小計 10,298 282 10,015

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの
   

譲渡性預金 17,100 17,100 －

小計 17,100 17,100 －

合計 27,398 17,382 10,015

 

 

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

 

区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

株式 800 790 －

投資信託 － － －

合計 800 790 －

◇　退職給付関係

 

前事業年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確

定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

 

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 15,209 百万円

　勤務費用 750  

　利息費用 228  

　数理計算上の差異の発生額 △25  

　退職給付の支払額 △494  

　その他 11  

退職給付債務の期末残高 15,680  
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高 12,456 百万円

　期待運用収益 311  

　数理計算上の差異の発生額 428  

　事業主からの拠出額 2,065  

　退職給付の支払額 △475  

年金資産の期末残高 14,786  

　

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　 及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務 13,485 百万円

年金資産 △14,786  

 △1,301  

非積立型制度の退職給付債務 2,194  

未積立退職給付債務 893  

未認識数理計算上の差異 △1,733  

未認識過去勤務費用 492  

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 △347  

   

前払年金費用 △347  

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 △347  

　

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 750 百万円

利息費用 228  

期待運用収益 △311  

数理計算上の差異の費用処理額 284  

過去勤務費用の費用処理額 △40  

その他 △12  

確定給付制度に係る退職給付費用 899  

　

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券 30%  

株式 18%  

受益証券等 14%  

生保一般勘定 19%  

その他 19%  

合計 100%  

 

 

　　②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分

と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮

しております。

 

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 1.6%  

長期期待運用収益率 2.5%  

　

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、170百万円でした。

 

 

当事業年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
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１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確

定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

 

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 15,680 百万円

会計方針の変更による累積的影響額 127  

会計方針の変更を反映した期首残高 15,808  

　勤務費用 746  

　利息費用 213  

　数理計算上の差異の発生額 1,128  

　退職給付の支払額 △724  

　その他 46  

退職給付債務の期末残高 17,218  

　

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高 14,786 百万円

　期待運用収益 369  

　数理計算上の差異の発生額 975  

　事業主からの拠出額 558  

　退職給付の支払額 △573  

年金資産の期末残高 16,117  

　

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　 及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務 14,474 百万円

年金資産 △16,117  

 △1,643  

非積立型制度の退職給付債務 2,743  

未積立退職給付債務 1,100  

未認識数理計算上の差異 △1,861  

未認識過去勤務費用 451  

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 △309  

   

退職給付引当金 2,467  

前払年金費用 △2,776  

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 △309  

　

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 746 百万円

利息費用 213  

期待運用収益 △369  

数理計算上の差異の費用処理額 24  

過去勤務費用の費用処理額 △40  

その他 △24  

確定給付制度に係る退職給付費用 550  

　

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券 31%  

株式 13%  

受益証券等 29%  

生保一般勘定 21%  

その他 6%  

合計 100%  

 

　　②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分

と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮

しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率 1.1%  

退職一時金制度の割引率 0.8%  

長期期待運用収益率 2.5%  

　

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、172百万円でした。

 

 
 

◇　税効果会計関係
 

前事業年度末

(平成26年３月31日)

当事業年度末

(平成27年３月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産 百万円

関係会社株式評価減 1,947

賞与引当金 1,434

退職給付引当金 -

所有株式税務簿価通算差異 776

外国税支払損失引当金 -

投資有価証券評価減 502

未払事業税 425

ゴルフ会員権評価減 408

減価償却超過額 206

関連会社株式譲渡益 -

時効後支払損引当金 181

子会社株式売却損 172

未払社会保険料 100

その他 126

繰延税金資産小計 6,284

評価性引当額 △3,602

繰延税金資産合計 2,681

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 3,757

前払年金費用 125

繰延税金負債合計 3,882

繰延税金負債の純額 1,200

  

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 百万円

関係会社株式評価減 1,784

賞与引当金 1,504

退職給付引当金 789

所有株式税務簿価通算差異 690

外国税支払損失引当金 567

投資有価証券評価減 475

未払事業税 387

ゴルフ会員権評価減 296

減価償却超過額 186

関連会社株式譲渡益 169

時効後支払損引当金 166

子会社株式売却損 153

未払社会保険料 92

その他 214

繰延税金資産小計 7,479

評価性引当額 △1,500

繰延税金資産合計 5,979

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 3,243

前払年金費用 888

繰延税金負債合計 4,132

繰延税金資産の純額 1,847

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 38.0％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項

目

0.4％

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目

 

△6.7％

住民税等均等割 0.0％

タックスヘイブン税制 1.4％

外国税額控除 △0.3％

税率変更による期末繰延税金資産の減

額修正

評価性引当額

0.5％

 

4.7％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.9％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 36.0％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項

目

0.2％

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目

 

△6.0％

住民税等均等割 0.0％

タックスヘイブン税制 1.2％

外国税額控除 △0.2％

税率変更による期末繰延税金資産の減

額修正

評価性引当額

1.8％

 

△7.3％

その他 △2.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.9％
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３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延

税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年３月

31日に公布され、平成26年４月１日以後に開始する事

業年度から復興特別法人税が課されないこととなりま

した。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰

延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26

年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一

時差異について、前事業年度の38％から36％に変更さ

れております。

この変更により、繰延税金負債の純額が111百万円増

加し、法人税等調整額（貸方）は111百万円減少して

おります。

 

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延

税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法

律第９号）が平成27年３月31日に公布され、平成27

年４月１日以降に開始する事業年度から法人税率等

の引下げ等が行われることとなりました。これに伴

い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用す

る法定実効税率は従来の36％から、平成27年４月１

日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異

については33％に、平成28年４月１日に開始する前

事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について

は、32％となります。

この税率変更により、繰延税金資産の純額は73百万

円減少し、法人税等調整額が479百万円、その他有価

証券評価差額金が405百万円、それぞれ増加しており

ます。 

◇　セグメント情報等

 

前事業年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

 

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製

品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域

ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、

地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要

な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

当事業年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)

 

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製

品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

（２）地域ごとの情報
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① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域

ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、

地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要

な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

◇　関連当事者情報

 

前事業年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

 

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

 

種類

会社等

の名称又は

氏名

所在地 資本金
事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事

者　　との関

係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

野村ホー

ルディン

グス株式

会社

東京都

中央区

594,492

(百万円)

 

持株会社

(被所有)

直接

100.0％

資産の賃貸借

及び購入等

役員の兼任

資金の借入

(*１)
8,000

短期借入

金

 

－

資金の返済 10,000

借入金利息

の支払
5 未払費用 －

 
（イ）子会社等

 

種類

会社等

の名称又は

氏名

所在地 資本金
事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事

者　　との関

係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

関連

会社

株式会社

野村総合

研究所

東京都

千代田

区

18,600

(百万円)

情報

サービス業

(所有)

直接

21.5％

サービス・製

品の購入

自社利用の

ソフトウェ

ア開発の委

託等(*２)

5,073 未払費用 716

 

（ウ）兄弟会社等

 

種類

会社等

の名称又は

氏名

所在地 資本金
事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者　　

との関係
取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の

子会社

 

野村證券

株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)
証券業 ―

当社投資信託

の募集の取扱

及び売出の取

扱ならびに投

資信託に係る

事務代行の委

託等

役員の兼任

投資信託に

係る事務代

行手数料の

支払(*３)

36,867
未払

手数料
3,854
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親会社の

子会社

 

野村ファン

ド・リサー

チ ・ ア ン

ド・テクノ

ロジー株式

会社

東京都
中央区

400

(百万円)
投資顧問業     ―

当社投資信託

の運用委託

役員の兼任

投資信託の

運用に係る

投資顧問料

の支払

（*４）

1,959 未払費用 760

親会社の

子会社

野 村 信 託

銀 行 株 式

会社

東京都
千代田
区

30,000

(百万円)

 

信託銀行業 　―

資産の賃貸借

及び購入等

役員の兼任

資 金 の 返

済
3,000

短期借入

金

 

－

借入金利息

の支払
6 未払費用

 

－

 

 

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

 
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(*２)　ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しており

ます。

　(*３)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

　(*４)　投資信託の運用に係る投資顧問料については、一般取引条件と同様に決定しております。

 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、

ニューヨーク証券取引所に上場）

 

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　当事業年度において、重要な関連会社は㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のと

おりであります。

  (百万円)

  ㈱野村総合研究所

 流動資産合計 191,892

 固定資産合計 249,548

   

 流動負債合計 84,950

 固定負債合計 55,262

   

 純資産合計 301,227

   

 売上高 355,777

 税引前当期純利益 47,854

 当期純利益 28,759

 

当事業年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
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１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

 
（イ）子会社等

 

種類

会社等

の名称又は

氏名

所在地 資本金
事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事

者　　との関

係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

関連

会社

株式会社

野村総合

研究所

東京都

千代田

区

18,600

(百万円)

情報

サービス業

(所有)

直接

21.4％

サービス・製

品の購入

自社利用の

ソフトウェ

ア開発の委

託等(*１)

3,990 未払費用 547

 

（ウ）兄弟会社等

 

種類

会社等

の名称又は

氏名

所在地 資本金
事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者　　

との関係
取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の

子会社

 

野村證券

株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)
証券業 ―

当社投資信託

の募集の取扱

及び売出の取

扱ならびに投

資信託に係る

事務代行の委

託等

役員の兼任

投資信託に

係る事務代

行手数料の

支払(*２)

39,273
未払手数

料
4,182

親会社の

子会社

 

野村ファン

ド・リサー

チ ・ ア ン

ド・テクノ

ロジー株式

会社

東京都
中央区

400

(百万円)
投資顧問業 ―

当社投資信託

の運用委託

 

投資信託の

運用に係る

投資顧問料

の支払

（*３）

1,976 未払費用 815

 

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

 
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しており

ます。

(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

　(*３)　投資信託の運用に係る投資顧問料については、一般取引条件と同様に決定しております。

　

 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、

ニューヨーク証券取引所に上場）

 

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表
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　　　　　　当事業年度において、重要な関連会社は㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のと

おりであります。

  (百万円)

  ㈱野村総合研究所

 流動資産合計 229,418

 固定資産合計 273,220

   

 流動負債合計 87,832

 固定負債合計 65,965

   

 純資産合計 348,841

   

 売上高 358,952

 税引前当期純利益 51,509

 当期純利益 34,167

 

◇　１株当たり情報

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 

１株当たり純資産額 16,877円25銭

１株当たり当期純利益 2,382円87銭

 

１株当たり純資産額 18,829円58銭

１株当たり当期純利益 3,876円72銭

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益 12,273百万円

普通株式に係る当期純利益 12,273百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 5,150,693株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益 19,967百万円

普通株式に係る当期純利益 19,967百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 5,150,693株

  

 

中間財務諸表

◇中間貸借対照表

  平成27年９月30日現在

区分
注記
番号

金額(百万円)

(資産の部)   

流動資産   

現金・預金  282

金銭の信託  55,445

有価証券  4,900

未収委託者報酬  15,728

未収収益  6,953

繰延税金資産  1,750

その他  560

貸倒引当金  △11

流動資産計  85,609

固定資産   
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有形固定資産 ※１ 1,203

無形固定資産  6,862

ソフトウェア  6,861

その他  1

投資その他の資産  25,539

投資有価証券  12,316

関係会社株式  10,149

前払年金費用  2,786

その他  287

固定資産計  33,604

資産合計  119,214

 

  平成27年９月30日現在

区分
注記
番号

金額(百万円)

(負債の部)   

流動負債   

未払収益分配金  1

未払償還金  32

未払手数料  5,797

その他未払金 ※２ 3,270

未払費用  8,217

未払法人税等  1,452

賞与引当金  2,436

外国税支払損失引当金  1,704

その他  114

流動負債計  23,026

固定負債   

退職給付引当金  2,580

時効後支払損引当金  515

繰延税金負債  927

固定負債計  4,023

負債合計  27,050

(純資産の部)   

株主資本  84,911

資本金  17,180

資本剰余金  11,729

資本準備金  11,729

利益剰余金  56,001

利益準備金  685

その他利益剰余金  55,316

別途積立金  24,606

繰越利益剰余金  30,709

評価・換算差額等  7,252

その他有価証券評価差額金  7,252

純資産合計  92,164

負債・純資産合計  119,214

 

◇中間損益計算書

  
自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日

区分
注記
番号

金額(百万円)

営業収益   

委託者報酬  53,884

運用受託報酬  14,970
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その他営業収益  103

営業収益計  68,958

営業費用   

支払手数料  24,815

調査費  13,494

その他営業費用  2,877

営業費用計  41,187

一般管理費 ※１ 12,544

営業利益  15,225

営業外収益 ※２ 5,927

営業外費用 ※３ 1,299

経常利益  19,853

特別利益 ※４ 46

特別損失 ※５ 53

税引前中間純利益  19,846

法人税、住民税及び事業税  4,530

法人税等調整額  855

中間純利益  14,460

 

◇中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日)

（単位：百万円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株　主

資　本

合　計

資　本

準備金

資　本

剰余金

合　計

利　益

準備金

その他利益剰余金
利　益

剰余金

合　計

別　途

積立金

繰　越　

利　益

剰余金

当期首残高 17,180 11,729 11,729 685 24,606 35,890 61,182 90,092

当中間期変動額         

剰余金の配当      △19,933 △19,933 △19,933

中間純利益      14,460 14,460 14,460

吸収分割による増加      291 291 291

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

        

当中間期変動額合計 － － － － － △5,180 △5,180 △5,180
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当中間期末残高 17,180 11,729 11,729 685 24,606 30,709 56,001 84,911

 

  （単位：百万円）

 評価・換算差額等

純資産合計その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 6,893 6,893 96,985

当中間期変動額    

　剰余金の配当   △19,933

　中間純利益   14,460

　吸収分割による増加   291

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）
359 359 359

当中間期変動額合計 359 359 △4,821

当中間期末残高 7,252 7,252 92,164

 

[重要な会計方針]

  
１　有価証券の評価基準及び評価

方法
 

(1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
(2) その他有価証券

時価のあるもの…中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)

時価のないもの…移動平均法による原価法  
　

２　金銭の信託の評価基準及び評
価方法

 

時価法
 
 

３　固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法
によっております。

 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内における利用可能期間に基づく定
額法によっております。

 
４　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。　

 (2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま

す。　
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 (3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給

付型企業年金について、事業年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
て発生していると認められる額を計上しております。

①  退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間

会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による

定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する

こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上

の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す

ることとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。

 (4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ

いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

(5) 外国税支払損失引当金
将来発生する可能性のある外国税額のうち、当社におい

て見込まれる負担所要額を計上しております。

 
５　消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

ます。
 

６　連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
 

 
[注記事項]

◇中間貸借対照表関係

平成27年９月30日現在

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 3,781百万円

　

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の

「その他未払金」に含めて表示しております。

 

 

 

◇中間損益計算書関係

　自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日

※１　減価償却実施額

有形固定資産 151百万円

無形固定資産 1,125百万円

　

※２　営業外収益のうち主要なもの

受取配当金 5,586百万円

　

※３ 営業外費用のうち主要なもの

金銭信託運用損 1,200百万円

時効後支払損引当金繰入 48百万円
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※４　特別利益の内訳

株式報酬受入益 46百万円

　

※５　特別損失の内訳

固定資産除却損 53百万円

 

 
 

◇中間株主資本等変動計算書関係

　自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株

　

２　配当に関する事項

配当金支払額

　平成27年５月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

　　　　・普通株式の配当に関する事項

（1）配当金の総額 19,933百万円

（2）1株当たり配当額 3,870円

（3）基準日 平成27年３月31日

（4）効力発生日 平成27年６月26日

　

 

◇金融商品関係

当中間会計期間 （自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）

 
金融商品の時価等に関する事項

平成27年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおり

です。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

  (単位：百万円)

 中間貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金・預金 282 282 -

(2)金銭の信託 55,445 55,445 -

(3)未収委託者報酬 15,728 15,728 -

(4)未収収益 6,953 6,953 -

(5)有価証券及び投資有価証券    

その他有価証券 15,728 15,728 -

(6)関係会社株式 3,064 198,495 195,431

資産計 97,202 292,634 195,431

(7)未払金 9,101 9,101 -

　　未払収益分配金 1 1 -

　　未払償還金 32 32 -

　　未払手数料 5,797 5,797 -

　　その他未払金 3,270 3,270 -

(8)未払費用 8,217 8,217 -

(9)未払法人税等 1,452 1,452 -

負債計 18,771 18,771 -
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注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で

構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して

は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引

先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される

ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

(3) 未収委託者報酬、(4) 未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

 
(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され

るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

 

(6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

 

(7) 未払金、(8) 未払費用、(9) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

 

 

注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,487百万円、関係会社株式7,085百万円）は、市

場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて

困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

 

◇　有価証券関係

 

当中間会計期間末 （平成27年９月30日）

 

１．満期保有目的の債券(平成27年９月30日)

該当事項はありません。

 

２．子会社株式及び関連会社株式(平成27年９月30日)
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区分

中間貸借対照表

計上額

(百万円)

時価

 

(百万円)

差額

 

(百万円)

関連会社株式 3,064 198,495 195,431

合計 3,064 198,495 195,431

 

３．その他有価証券(平成27年９月30日)

 

区分

中間貸借対照表

計上額

(百万円)

取得原価

 

(百万円)

差額

 

(百万円)

中間貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

   

株式 10,828 282 10,545

小計 10,828 282 10,545

中間貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

   

譲渡性預金 4,900 4,900 －

小計 4,900 4,900 －

合計 15,728 5,182 10,545

 

 

◇　企業結合等関係

会社分割について

当社と野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(以下「NFR&T」)は、平成27年2月18

日付吸収分割契約に基づき、機関投資家顧問事業及びリテール運用関連事業を会社分割により、当社に

承継させることを決定いたしました。

１．企業結合の概要

(1) 会社分割の目的

本件会社分割により、当社は、NFR&Tが行ってきた投資信託の運用・管理に係る事務および機関

投資家向けの顧問関連事業をNFR&Tから承継し、野村グループのアセット・マネジメント部門内に

おける営業、運用、管理業務を集約します。ファンドおよび運用会社の分析・評価業務は、NFR&T

が集約して行います。

これらの再編により、運用オペレーションの効率化と堅牢性の向上を図り、顧客に対する質の高い

サービスの提供が可能となります。また、再編後の当社及びNFR&T両社は、それぞれの専門性を発

揮することにより、品質の高い運用商品の提供を行い、投資家の多様なニーズに応えられると判断

いたしました。

 

(2) 会社分割日程

吸収分割契約締結日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年２月18日

機関投資家顧問事業の吸収分割効力発生日             　　　　平成27年７月１日

リテール運用関連事業の吸収分割効力発生日                  平成27年10月１日
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(3) 会社分割の方法

当社を分割承継会社とし、NFR&Tを分割会社とする無対価による吸収分割方式であります。

 

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日)に基づ

き、共通支配下の取引として処理しております。

 

 

◇　セグメント情報等

当中間会計期間(自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、

製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地

域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた

め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、

主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

 

◇１株当たり情報

自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日

１株当たり純資産額 17,893円56銭

１株当たり中間純利益 2,807円57銭

(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。

２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,460百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,460百万円
期中平均株式数 5,150千株
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第２【その他の関係法人の概況】

１名称、資本金の額及び事業の内容

＜更新後＞

(1)受託者

(a)名称 (b)資本金の額
＊ (c)事業の内容

野村信託銀行株式会社 35,000百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融

機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営

法)に基づき信託業務を営んでいます。

＊平成28年4月末現在

 

(2)販売会社

(a)名称 (b)資本金の額
＊ (c)事業の内容

野村證券株式会社 10,000百万円

「金融商品取引法」に定める

第一種金融商品取引業を営ん

でいます。

エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式

会社
3,000百万円

みずほ証券株式会社 125,167百万円

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500百万円

メリルリンチ日本証券株式会社 119,440百万円

＊平成28年4月末現在
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成28年5月13日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会　御中　     

 

新日本有限責任監査法人
 

指定有限責任社員
 公認会計士  岩 部　俊 夫　　　　

業務執行社員

 

指定有限責任社員
 公認会計士  森 重　俊 寛　　　　

業務執行社員

 
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

理状況」に掲げられているNEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信の平成27年

8月21日から平成28年4月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記

表並びに附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため

に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続

は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及

び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査

法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な

表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信の平成28年4月7日現在の信託財産の状

態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

 

利害関係

　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の

規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。

2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 
次へ
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独立監査人の監査報告書
 

 

平成２７年６月１２日

 
野村アセットマネジメント株式会社
　取　締　役　会　　御　中
 
 

新日本有限責任監査法人   

 

指定有限責任社員
 公認会計士  岩　部　俊　夫　

業務執行社員

 

指定有限責任社員
 公認会計士  森　重　俊　寛　

業務執行社員

 

指定有限責任社員
 公認会計士  湯　原　　　尚　

業務執行社員
 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成２６年

４月１日から平成２７年３月３１日までの第５６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を

行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用

することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を

実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ

れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に

ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況

に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に

よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成２７年３月３１日現在の財政状態

及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　　上

 

(注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。

　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

平成２７年１１月２０日

 
野村アセットマネジメント株式会社
　取　締　役　会　　御　中
 
 

新日本有限責任監査法人   

 

指定有限責任社員
 公認会計士  岩　部　俊　夫　

業務執行社員

 

指定有限責任社員
 公認会計士  森　重　俊　寛　

業務執行社員

 

指定有限責任社員
 公認会計士  櫻　井　雄一郎

業務執行社員
 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の平成２７年

４月１日から平成２８年３月３１日までの第５７期事業年度の中間会計期間（平成２７年４月

１日から平成２７年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間

損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査

を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認

められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう

な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策

定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度

監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ

いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され

る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、

中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

 

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財

務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成２７年９月３０日現

在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成２７年４月１日から平成２７年９

月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　　上

 

(注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。

　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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